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会社の新株予約権等に関する事項

⑴　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の概
要等（平成31年２月28日現在）
新 株 予 約 権 の 名 称 第１回新株予約権 第２回新株予約権

発 行 決 議 日 平成20年 7 月 8 日 平成20年 7 月 8 日

新 株 予 約 権 の 数 159個※１ 958個※２

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　  15,900株※１
（新株予約権１個につき

100株）

普通株式　　 95,800株※２
（新株予約権１個につき

100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり
307,000円 無償

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

権 利 行 使 期 間 平成21年 5 月 1 日から
平成40年 8 月 6 日まで

平成21年 8 月 7 日から
平成50年 8 月 6 日まで

行 使 の 条 件 ※３ ※３

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 18個
目的となる株式の種類と数

普通株式 1,800株
保有者数 １名

新株予約権の数 71個
目的となる株式の種類と数

普通株式 7,100株
保有者数 ５名

新 株 予 約 権 の 名 称 第３回新株予約権 第４回新株予約権

発 行 決 議 日 平成21年 5 月28日 平成21年 5 月28日

新 株 予 約 権 の 数 240個※１ 1,297個※２

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　  24,000株※１
（新株予約権１個につき

100株）

普通株式　　129,700株※２
（新株予約権１個につき

100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり
204,500円 無償

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

権 利 行 使 期 間 平成22年 2 月28日から
平成41年 6 月15日まで

平成22年 2 月28日から
平成51年 6 月15日まで

行 使 の 条 件 ※４ ※４

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 41個
目的となる株式の種類と数

普通株式 4,100株
保有者数 ２名

新株予約権の数 89個
目的となる株式の種類と数

普通株式 8,900株
保有者数 ４名

－ 1 －

会社の新株予約権等に関する事項
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新 株 予 約 権 の 名 称 第５回新株予約権 第６回新株予約権

発 行 決 議 日 平成22年 5 月27日 平成22年 6 月15日

新 株 予 約 権 の 数 211個※１ 1,144個※２

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　  21,100株※１
（新株予約権１個につき

100株）

普通株式　　114,400株※２
（新株予約権１個につき

100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり
185,000円 無償

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

権 利 行 使 期 間 平成23年 2 月28日から
平成42年 6 月16日まで

平成23年 2 月28日から
平成52年 7 月 2 日まで

行 使 の 条 件 ※４ ※４

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 38個
目的となる株式の種類と数

普通株式 3,800株
保有者数 ２名

新株予約権の数 82個
目的となる株式の種類と数

普通株式 8,200株
保有者数 ４名

新 株 予 約 権 の 名 称 第７回新株予約権 第８回新株予約権

発 行 決 議 日 平成23年 5 月26日 平成23年 5 月26日

新 株 予 約 権 の 数 259個※１ 1,280個※２

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　  25,900株※１
（新株予約権１個につき

100株）

普通株式　　128,000株※２
（新株予約権１個につき

100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり
188,900円 無償

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

権 利 行 使 期 間 平成24年 2 月29日から
平成43年 6 月15日まで

平成24年 2 月29日から
平成53年 6 月15日まで

行 使 の 条 件 ※４ ※４

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 47個
目的となる株式の種類と数

普通株式 4,700株
保有者数 ２名

新株予約権の数 102個
目的となる株式の種類と数

普通株式 10,200株
保有者数 ５名

－ 2 －

会社の新株予約権等に関する事項
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新 株 予 約 権 の 名 称 第９回新株予約権 第10回新株予約権

発 行 決 議 日 平成24年 6 月 5 日 平成24年 6 月 5 日

新 株 予 約 権 の 数 270個※１ 1,261個※２

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　  27,000株※１
（新株予約権１個につき

100株）

普通株式　　126,100株※２
（新株予約権１個につき

100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり
216,400円 無償

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

権 利 行 使 期 間 平成25年 2 月28日から
平成44年 7 月 6 日まで

平成25年 2 月28日から
平成54年 7 月 6 日まで

行 使 の 条 件 ※４ ※４

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 45個
目的となる株式の種類と数

普通株式 4,500株
保有者数 ２名

新株予約権の数 100個
目的となる株式の種類と数

普通株式 10,000株
保有者数 ５名

新 株 予 約 権 の 名 称 第11回新株予約権 第12回新株予約権

発 行 決 議 日 平成25年 7 月 4 日 平成25年 7 月 4 日

新 株 予 約 権 の 数 249個※１ 1,105個※２

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　  24,900株※１
（新株予約権１個につき

100株）

普通株式　　110,500株※２
（新株予約権１個につき

100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり
345,700円 無償

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

権 利 行 使 期 間 平成26年 2 月28日から
平成45年 8 月 7 日まで

平成26年 2 月28日から
平成55年 8 月 7 日まで

行 使 の 条 件 ※４ ※４

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 41個
目的となる株式の種類と数

普通株式 4,100株
保有者数 ２名

新株予約権の数 94個
目的となる株式の種類と数

普通株式 9,400株
保有者数 ５名

－ 3 －

会社の新株予約権等に関する事項
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新 株 予 約 権 の 名 称 第13回新株予約権 第14回新株予約権

発 行 決 議 日 平成26年 7 月 3 日 平成26年 7 月 3 日

新 株 予 約 権 の 数 240個※１ 1,028個※２

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　  24,000株※１
（新株予約権１個につき

100株）

普通株式　　102,800株※２
（新株予約権１個につき

100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり
388,500円 無償

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

権 利 行 使 期 間 平成27年 2 月28日から
平成46年 8 月 6 日まで

平成27年 2 月28日から
平成56年 8 月 6 日まで

行 使 の 条 件 ※４ ※４

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 38個
目的となる株式の種類と数

普通株式 3,800株
保有者数 ２名

新株予約権の数 94個
目的となる株式の種類と数

普通株式 9,400株
保有者数 ６名

新 株 予 約 権 の 名 称 第15回新株予約権 第16回新株予約権

発 行 決 議 日 平成27年 7 月 7 日 平成27年 7 月 7 日

新 株 予 約 権 の 数 281個※１ 1,018個※２

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　  28,100株※１
（新株予約権１個につき

100株）

普通株式　　101,800株※２
（新株予約権１個につき

100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり
533,000円 無償

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

権 利 行 使 期 間 平成28年 2 月29日から
平成47年 8 月 5 日まで

平成28年 2 月29日から
平成57年 8 月 5 日まで

行 使 の 条 件 ※４ ※４

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 68個
目的となる株式の種類と数

普通株式 6,800株
保有者数 ３名

新株予約権の数 96個
目的となる株式の種類と数

普通株式 9,600株
保有者数 ６名

－ 4 －

会社の新株予約権等に関する事項



2019/04/19 11:02:41 / 18479520_株式会社セブン＆アイ・ホールディングス_招集通知（Ｆ）

新 株 予 約 権 の 名 称 第17回新株予約権 第18回新株予約権

発 行 決 議 日 平成28年 7 月 7 日 平成28年 7 月 7 日

新 株 予 約 権 の 数 165個※１ 868個※２

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　  16,500株※１
（新株予約権１個につき

100株）

普通株式　　 86,800株※２
（新株予約権１個につき

100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり
361,300円 無償

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

権 利 行 使 期 間 平成29年 2 月28日から
平成48年 8 月 3 日まで

平成29年 2 月28日から
平成58年 8 月 3 日まで

行 使 の 条 件 ※４ ※４

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 124個
目的となる株式の種類と数

普通株式 12,400株
保有者数 ４名

新株予約権の数 57個
目的となる株式の種類と数

普通株式 5,700株
保有者数 ４名

新 株 予 約 権 の 名 称 第19回新株予約権 第20回新株予約権

発 行 決 議 日 平成29年 7 月 6 日 平成29年 7 月 6 日

新 株 予 約 権 の 数 161個※１ 1,107個※２

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　  16,100株※１
（新株予約権１個につき

100株）

普通株式　　110,700株※２
（新株予約権１個につき

100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり
369,800円 無償

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

権 利 行 使 期 間 平成30年 2 月28日から
平成49年 8 月 4 日まで

平成30年 2 月28日から
平成59年 8 月 4 日まで

行 使 の 条 件 ※４ ※４

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 161個
目的となる株式の種類と数

普通株式 16,100株
保有者数 ６名

新株予約権の数 44個
目的となる株式の種類と数

普通株式 4,400株
保有者数 ２名

－ 5 －

会社の新株予約権等に関する事項
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新 株 予 約 権 の 名 称 第21回新株予約権 第22回新株予約権

発 行 決 議 日 平成30年 7 月 5 日 平成30年 7 月 5 日

新 株 予 約 権 の 数 182個※１ 1,111個※２

新 株 予 約 権 の 目 的 と な る
株 式 の 種 類 と 数

普通株式　　  18,200株※１
（新株予約権１個につき

100株）

普通株式　　111,100株※２
（新株予約権１個につき

100株）

新 株 予 約 権 の 払 込 金 額 新株予約権１個当たり
380,600円 無償

新 株 予 約 権 の 行 使 に 際 し て
出 資 さ れ る 財 産 の 価 額

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

新株予約権１個当たり
100円

（１株当たり　１円）

権 利 行 使 期 間 平成31年 2 月28日から
平成50年 8 月 3 日まで

平成31年 2 月28日から
平成60年 8 月 3 日まで

行 使 の 条 件 ※４ ※４

役 員 の
保有状況

取 締 役
（社外取締役を除く）

新株予約権の数 182個
目的となる株式の種類と数

普通株式 18,200株
保有者数 ７名

新株予約権の数 34個
目的となる株式の種類と数

普通株式 3,400株
保有者数 １名

（注）※１．当社取締役に交付された時点における総数を記載しております。
※２．当社執行役員並びに当社子会社の取締役及び執行役員に交付された時点における総数を記載し

ております。
※３．行使の条件は以下のとおりです。
　⑴　新株予約権者は、当社の取締役、執行役員及び当社子会社の取締役、執行役員のいずれの地位

をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。
⑵　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相

続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑶の契約に定めるところによる。
⑶　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新

株予約権割当契約」に定めるところによる。
※４．行使の条件は以下のとおりです。

⑴　新株予約権者は、当社の取締役、執行役員及び当社子会社の取締役、執行役員のいずれの地位
をも喪失した日の翌日以降10日間に限り、新株予約権を行使することができるものとする。

⑵　新株予約権者は、上記⑴の規定にかかわらず、当社が消滅会社となる合併契約承認の議案、又
は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移転計画承認の議案につき当社の株主総
会で承認された場合（株主総会決議が不要の場合は、当社の取締役会決議がなされた場合）は、
当該承認日の翌日から30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

⑶　新株予約権者は、上記⑴の規定にかかわらず、新株予約権者が当社の子会社の取締役又は執行
役員であった場合で、当該会社が当社の子会社ではなくなった場合（組織再編行為や株式譲渡
による場合を含むがこれに限らない）は、当該会社が当社の子会社ではなくなった日の翌日か
ら30日間に限り、新株予約権を行使できるものとする。

⑷　新株予約権者は、割り当てられた新株予約権の割当個数の全部を一括して行使するものとする。
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⑸　新株予約権者が死亡した場合は、相続人がこれを行使することができるものとする。かかる相
続人による新株予約権の行使の条件は、下記⑹の契約に定めるところによる。

⑹　その他の条件については、取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新
株予約権割当契約」に定めるところによる。

⑵　当事業年度中に職務執行の対価として使用人等に対し交付した新株予約権の内容の概要等
新 株 予 約 権 の 名 称 第22回新株予約権

使用人等への
交 付 状 況

当 社 の 使 用 人
（当社の役員を兼ねている
者を除く）

新株予約権の数 193個
目的となる株式の種類と数

普通株式 19,300株
交付者数 15名

当社の子会社の役員及び
使 用 人
（当社の役員又は使用人を
兼ねている者を除く）

新株予約権の数 884個
目的となる株式の種類と数

普通株式 88,400株
交付者数 96名

（注）第22回新株予約権の内容の概要は、「⑴　当社役員が保有している職務執行の対価として交付された
新株予約権の内容の概要等（平成31年２月28日現在）」に記載のとおりです。
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業務の適正を確保するための体制

１．企業理念
　当社は、「社是」を次のとおり定めております。社是は、当社グループの経営理念を包括
的に象徴する普遍的なものであり、グループ経営の根幹として、最も大切にしております。

「社是」
私たちは、お客様に信頼される、誠実な企業でありたい。
私たちは、取引先、株主、地域社会に信頼される、誠実な企業でありたい。
私たちは、社員に信頼される、誠実な企業でありたい。

２．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方
　当社は、コーポレートガバナンスとは、社是に基づき、お客様、お取引先・加盟店、株主・
投資家、地域社会そして社員等のステークホルダーの皆様からの信頼を確保し、末永くご愛
顧いただくために、誠実な経営体制を構築・維持し、財務・非財務（ＥＳＧ）両面での中長
期的なグループ企業価値を継続的に高めることにより、持続的に成長するための仕組みと考
えております。
　当社は、持株会社として、コーポレートガバナンスの強化とグループ企業価値の最大化を
使命としており、事業会社へのサポートと監督、最適な資源配分等を通じて、この使命の達
成に真摯に取り組んでまいります。

３．取締役会における決議内容
　　　当社は、会社法に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する

ための体制その他株式会社の業務並びに当該株式会社及びその子会社から成る企業集団の業
務の適正を確保するために必要なものとして法務省令で定める体制の整備」について、次の
とおり決議しております。

⑴　当社および子会社の取締役および使用人の職務の執行が法令および定款に適合することを
確保するための体制

① 当社および当社グループ各社は、「社是」および「企業行動指針」等において、信頼され
る誠実な企業であり続けるために、経営倫理を尊重した企業行動に徹し、法令・ルール、
社会的規範を遵守し、社会から求められる企業の社会的責任を果たすことを宣言し、これ
に基づき、当社ＣＳＲ統括委員会を中核とする体制を構築・整備・運用し、内部通報制度
の運用、公正取引の推進および企業行動指針・各社ガイドラインの周知を通じて、一層の
コンプライアンスの徹底を図ります。

② 当社および当社グループ各社は、いわゆる反社会的勢力とは、一切関係を持たないことを
宣言し、不当要求等に対しては明確に拒絶するとともに、警察、弁護士等外部専門機関と
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の連携により、民事・刑事両面からの法的対応を速やかに実施します。
③ 業務執行部門から独立した当社内部監査部門が、当社および当社グループのコンプライア

ンス体制の整備・運用状況について内部監査を実施し、確認を行います。
④ 当社および当社グループ各社の監査役は、自社の取締役の職務執行が法令および定款に適

合することを検証し、監視機能の実効性向上に努めます。

⑵　当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存および管理ならびに子会社の取締役の職務の
執行に係る事項の当社への報告に関する体制

① 当社および当社グループ各社は、株主総会議事録、取締役会議事録その他作成・保管が法
定されている文書（電磁的記録を含み、以下同様とします。）、ならびに稟議書その他適
正な業務執行を確保するために必要な文書および情報については、法令および情報管理基
本規程に基づき、それぞれ適正に作成・保存・管理します。

② 当社および当社グループ各社は、業務情報の管理を統括し、情報管理に関する企画、立案
および推進を統括する者として、各社に情報管理統括責任者を置くとともに、当社の情報
管理統括責任者が、当社情報管理委員会を中核としてグループ全体の業務情報管理を統括
するものとし、重要な情報の網羅的な収集開示部門による適時・正確な情報開示の実効性
を高め、営業秘密・個人情報等重要な情報の安全な管理等も踏まえた統合的な情報管理を
行うものとします。また、情報管理の実施状況等については、定期的に取締役会および監
査役に報告を行います。

③ 当社および当社グループ各社の取締役および使用人は、当社グループ各社に係る重要な事
項が生じたときは、当社の情報管理統括責任者に報告するものとします。

⑶　当社および子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社および当社グループ各社における経営環境およびリスク要因の変化を踏まえ、各事業

におけるリスクを適正に分析・評価し、的確に対応するため、リスク管理の基本規程に基
づき、リスクマネジメント委員会を中核とする統合的なリスク管理体制を構築・整備・運
用します。

② リスクの管理状況について、定期的に取締役会および監査役に報告する体制を構築・整
備・運用するとともに、取締役会、取締役および業務執行部門の責任者は、業務執行に伴
うリスクについて十分に分析・評価を行い、迅速に改善措置を実施します。

③ 事業の重大な障害、重大な事件・事故、重大な災害等が発生した時には、当社および当社
グループ全体における損害を最小限に抑えるため、危機管理本部を設置し、直ちに業務の
継続に関する施策を講じます。

⑷　当社および子会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社および当社グループ各社は、決裁権限規程等において、取締役および執行役員の決裁

権限の内容、ならびに各業務に関与すべき担当部門等を明確かつ適切に定めることで、業
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務の重複を避け、機動的な意思決定・業務遂行を実現します。
② 当社の取締役会は、会社の持続的な成長を確保するため、当社および当社グループにおけ

る重点経営目標および予算配分等について定めるとともに、当社の取締役および業務執行
部門の責任者からの定期的な報告等を通じて、業務執行の効率性および健全性を点検し、
適宜見直しを行います。

③ 当社の取締役会は、原則月1回定時に開催するほか、必要に応じて臨時取締役会または書
面による取締役会決議を実施し、迅速な意思決定を行い、効率的な業務執行を推進しま
す。なお、取締役会の具体的な運営については、当社定款および取締役会規則等に従いま
す。

⑸　当社の財務報告の適正性を確保するための体制
① 当社および当社グループ各社は、株主・投資家・債権者等のステークホルダーに対し、法

令等に従い適時に信頼性の高い財務報告を提供できるようにするため、財務報告に係る内
部統制の構築規程等に従い、適正な会計処理および財務報告を確保することができる内部
統制システムを構築・整備し、これを適正に運用します。

② 業務執行部門から独立した当社内部監査部門が、当社および当社グループの財務報告に係
る内部統制の整備・運用状況について、その有効性評価を実施し、確認を行います。

③ 財務状況に重要な影響を及ぼす可能性が高いと認められる事項について取締役、監査役お
よび会計監査人間で適切に情報共有を行います。

⑹　当社監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に
関する事項
　監査役の職務を補助するため、専任の使用人を置くものとします。

⑺　当社監査役の職務を補助すべき使用人の当社取締役からの独立性および指示の実効性確保
に関する事項
　監査役の職務を補助すべき専任の使用人の人事およびその変更については、監査役の同
意を要するものとします。また、当該使用人は当社の就業規則に従いますが、当該使用人
への指揮命令権は各監査役に属するものとし、処遇、懲戒等の人事事項については監査役
と事前に協議したうえ実施するものとします。

⑻　当社監査役への報告に関する体制
① 当社取締役および使用人が当社監査役に報告をするための体制

　当社の取締役および使用人は、当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実、取締役ま
たは使用人の不正行為、法令・定款違反行為等を発見したときは、所定の手続により、当
社監査役に報告するものとします。
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② 当社の子会社の取締役、監査役および使用人またはこれらの者から報告を受けた者が当社
監査役に報告をするための体制

　当社グループ各社の取締役、監査役および使用人は、当社グループ各社に著しい損害を
及ぼすおそれのある事実、当社グループ各社における不正行為、法令・定款違反行為等を
発見したときは、所定の手続により、当社監査役に報告するものとします。

③ 内部通報制度を通じた当社監査役への報告体制
　当社の取締役および使用人ならびに当社グループ各社の取締役、監査役および使用人は、
当社および当社グループ各社の業務に関し、法令・社会的規範・社内規程等に違反する行
為を発見したときは、当社の定める内部通報制度を利用することができ、内部通報制度の
運営事務局は、社内規程に従い、その通報内容および運用状況を当社監査役に報告するも
のとします。

⑼　前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
　当社および当社グループ各社は、前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由に不
利な取扱いを受けることがないよう、社内規程に定めを置く等により適切に対処します。

⑽　当社監査役の職務の執行について生ずる費用の前払または償還の手続その他の当該職務の
執行について生ずる費用または債務の処理に係る方針に関する事項
　監査役の職務の執行について生ずる費用は当社が負担します。

⑾　その他当社監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
① 当社の監査役は、代表取締役と定期的に会合を持ち、監査上の重要課題等について、意見

交換を行います。
② 当社の監査役は、当社内部監査部門と緊密な連携を保つとともに、必要に応じて当社内部

監査部門に調査を求めることができるものとします。
③ 当社の監査役は、当社グループ各社の監査役と定期的に会合を持ち、その他随時連携して

企業集団における適正な監査を実施します。
④ 当社の監査役は、必要に応じ、会計監査人・弁護士に相談をすることができ、その費用は

当社が負担するものとします。

４．業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要

⑴    当社における企業統治の状況
　当社の取締役会は、12名の取締役（うち４名は独立社外取締役/男性12名、女性０名）
で構成されており、原則月１回開催しております。当社は、変化の激しい経営環境の中で
も迅速な意思決定と業務執行を実行できるよう、執行役員制度を導入し、取締役会の監督
機能と執行役員の業務執行機能を分離し、取締役会は「経営戦略の立案」と「業務執行の
監督」、執行役員は「業務執行」にそれぞれ専念できる環境を整備しており、執行役員は
20名（男性19名、女性１名）で構成されております。なお、当社は、経営陣の選任につ
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き、株主の意向をより適時に反映させるため、取締役の任期を１年としております。
　当社では、取締役会で定めるべき事項を取締役会規則、決裁権限規程等に定めており、
会社法及び当該社内規則等に定める事項につき、取締役会において決定することとしてお
ります。また、決裁権限規程等において、代表取締役社長が決定する範囲等について明確
に定めており、経営における意思決定プロセス及び責任体制の明確化を図るとともに、合
理的な権限の委譲による意思決定の迅速化を図っております。
　当社取締役会は、当事業年度は13回開催され、当社及び当社グループ各社における重点
経営目標及び予算配分等を定め、当社の取締役及び業務執行部門の責任者からの報告等を
通じて、業務執行の効率性及び健全性の点検、見直しを含め、経営の重要課題に取り組み
ました。
　監査役会は５名の監査役（うち３名は独立社外監査役/男性３名、女性２名）で構成され
ており、監査役制度を軸に経営をモニタリングしております。監査役は取締役会をはじめ
とする重要な会議に出席することに加え、代表取締役との意見交換や、定期的に取締役か
ら業務執行状況を聴取し、監査計画に基づき、当社、事業会社における業務・財産の状況
調査を実施しております。また、事業会社の取締役、監査役と情報共有等を図り、取締役
の職務の執行を監査するとともに会計監査人と情報交換を行い、会計監査における緊密な
連携を図っております。
　社外取締役・社外監査役は、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性と適正性を確保
するための助言や提言を実施しているほか、取締役等とのミーティングで会社の経営やコ
ーポレートガバナンス等について意見交換をすることにより、業務執行を監督・監査して
おります。

⑵    内部監査部門における取り組み
　当社は、内部監査機能の充実、強化を図るため、独立した内部監査部門として、監査室
内に「業務監査担当」と「内部統制評価担当」を設置しております。「業務監査担当」は、
コンプライアンス体制の整備・運用状況を含め、主要事業会社の内部監査を確認し指導す
る、または直接監査する統括機能と、持株会社である当社自体を監査する内部監査機能が
あり、これらの業務にあたっております。「内部統制評価担当」は、当社グループ全体の
財務報告に係る内部統制の評価を実施しております。

⑶    監査役監査、内部監査及び会計監査の相互連携等
　当社では、全体として監査の質的向上を図るため、監査役（社外監査役を含む）、監査
室及び監査法人が、定期的に三者ミーティングを開催する等により、相互に情報交換を積
極的に行い、緊密な連携を図っております。三者ミーティングでは、監査役（社外監査役
を含む）は、監査法人より会計監査の実施状況等について、また、監査室から内部監査の
実施状況等について、それぞれ報告を受け、必要に応じて説明を求めております。
　また、当社は、定期的に会計監査報告会を開催しており、当該報告会には、代表取締役
その他役員のほか、常勤監査役及び監査室等が出席し、監査法人から会計監査の報告を受
け、会計監査の結果等について確認を行っております。
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　また、常勤監査役と監査室とは、原則月１回、ミーティングを開催しており、監査室は、
業務監査に関する監査結果、内部統制評価の経過状況等について報告を行うとともに、監
査の質的向上を図るための重点検討事項等について、積極的に意見交換を実施し、両者間
における監査情報の網羅的な共有化に努めております。
　なお、常勤監査役は、前述の会計監査報告会の状況、監査室とのミーティングの内容等
につき、監査役会等において、社外監査役に報告し課題等の共有化を図るとともに協議を
実施し、さらに、当該協議内容を監査室や監査法人にフィードバックすることにより、社
外監査役を含む監査役監査と、内部監査、会計監査とのタイムリーな連携を図っておりま
す。
　さらに、監査室は、監査役会等において、随時、内部監査の実施状況・結果に関し報告
を行っており、監査役（社外監査役を含む）からの質問等に対し説明を行っております。
　監査役（社外監査役を含む）、監査室及び監査法人は、各監査において、内部統制部門
から報告及び資料等の提出を受けるほか、必要に応じて説明を求めており、内部統制部門
は、これらの監査が適切に実施されるよう協力しております。

⑷    各種委員会における取り組み
　当社は、代表取締役のもとに「ＣＳＲ統括委員会」「リスクマネジメント委員会」「情
報管理委員会」を設置しております。各委員会は事業会社と連携しながらグループの方針
を決定し、その浸透と実行を管理・監督することでコーポレートガバナンスの強化を図っ
ております。

●ＣＳＲ統括委員会
　当社はグループ全社的なＣＳＲ活動の推進・管理・統括を目的としたＣＳＲ統括委員会
を設置し、同委員会傘下にグループ全体の「５つの重点課題」に対する具体的な施策の検
討・実行を担うグループ横断的な組織として「企業行動部会」「消費者・公正取引部会」
「環境部会」「社会価値創造部会」を設けております。これらの部会を通してコンプライ
アンスの更なる徹底及びステークホルダーに係る社会課題の解決に資する事業活動を推進
するとともに、ＥＳＧ（環境、社会、ガバナンス）の視点から社会と当社グループ双方の
持続可能な発展を目指しております。
　また、当社はグループ全体の内部統制の一環として当社グループ役員・従業員及びお取
引先が利用可能な内部通報制度を運用しており、ＣＳＲ統括委員会の担当役員が、取締役
会において内部通報制度の運用状況について、定期的に報告・確認を行っております。

●リスクマネジメント委員会
　当社及び当社グループ各社における経営環境及びリスク要因の変化を踏まえ、各事業に
おけるリスクを適正に分析・評価し、的確に対応するため、リスク管理の基本規程に基づ
き、リスクマネジメント委員会を中核とする統合的なリスク管理体制を構築・整備・運用
しております。
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　リスクマネジメント委員会では、事業の継続を脅かし、持続的成長の妨げになるすべて
の事象をリスクとして認識し、包括的かつ統合的なリスク管理の強化に努めております。
　当事業年度は、内外の環境変化に対応したリスクの分類や定量化基準の見直しを踏まえ、
リスク管理の基本規程を改定いたしました。また、リスク管理の実効性を上げるため、当
社の各種リスク管理統括部署によるグループ各社のリスクの評価・分析及び低減策の実行
支援などを通じて、グループ全体のリスク管理の更なる強化に取り組みました。

●情報管理委員会
　情報管理委員会では、情報の集約・管理に基づいたコーポレートガバナンスの強化及び
情報セキュリティの強化に向けた取り組みを統括しております。
　当事業年度は、前事業年度に引き続き、情報収集・管理体制の強化に努め、各社の重要
情報を適時・適切に収集し、協働して対処する体制を強化するとともに、その情報を一元
的に管理し、経営及び関連部門へ遺漏・遅滞なく報告する体制の強化に取り組みました。
　また、個人情報保護に対する社会的関心の高まりやグループ統合ＥＣサイト「omni7」
及び各事業会社アプリをご利用いただくお客様の安全・安心を確保するために、お客様の
個人情報を取り扱う拠点において、国際規格である情報セキュリティマネジメントシステ
ム（ＩＳＭＳ）認証（ＩＳＯ２７００１）を取得し、情報セキュリティの強化に努めてお
ります。あわせて、グループとして達成すべき情報セキュリティの水準を定めて、ＩＳＭ
Ｓ認証手法に準じたＰＤＣＡサイクルをグループ各社にも展開をすることで、更なる情報
セキュリティの強化に取り組んでおります。
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当社のコーポレートガバナンス体制
　当社のコーポレートガバナンス体制は以下のとおりです。

選任・解任選任・解任

監査

報告 選定・監督
監査

監査

監査
連携

選
任
・
解
任

監
査
・

モ
ニ
タ
リ
ン
グ

代表取締役
【業務執行機能】

【経営監督機能】

株主総会

事業会社 事業会社 事業会社事業会社

監査室

（うち独立社外監査役３名）
監査役会　５名

（うち独立社外取締役４名）
取締役会　12名

答申

諮問

指名・報酬委員会

（ＣＳＲ統括委員会・リスクマネジメント委員会・
　情報管理委員会）

各種委員会

会
計
監
査
人

各部門
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連結株主資本等変動計算書 (平成30年 3 月 1 日から
平成31年 2 月28日まで)

（単位：百万円）
株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平 成 3 0 年 ３ 月 １ 日 残 高 50,000 409,128 1,894,444 △4,731 2,348,841

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △81,823 △81,823
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 203,004 203,004

自 己 株 式 の 取 得 △20 △20

自 己 株 式 の 処 分 25 71 97
連結子会社株式の売却による
持 分 の 増 減 704 704

そ の 他 0 4 △0 5
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額)

連結会計年度中の変動額合計 － 731 121,185 51 121,967

平 成 3 1 年 ２ 月 2 8 日 残 高 50,000 409,859 2,015,630 △4,680 2,470,808

その他の包括利益累計額

新株予約権 非支配
株主持分 純資産合計その他

有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損　　　益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る

調整累計額

その他の
包括利益

累計額合計

平 成 3 0 年 ３ 月 １ 日 残 高 27,897 △92 46,638 3,979 78,423 2,623 145,454 2,575,342

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △81,823
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益 203,004

自 己 株 式 の 取 得 △20

自 己 株 式 の 処 分 97
連結子会社株式の売却による
持 分 の 増 減 704

そ の 他 5
株主資本以外の項目の連結
会計年度中の変動額(純額) △1,747 22 △22,869 △3,241 △27,836 182 2,830 △24,823

連結会計年度中の変動額合計 △1,747 22 △22,869 △3,241 △27,836 182 2,830 97,144

平 成 3 1 年 ２ 月 2 8 日 残 高 26,150 △69 23,768 737 50,587 2,805 148,285 2,672,486
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連結注記表
連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

１．連結の範囲に関する事項
  連結子会社の状況
⑴　連結子会社の数 135社
⑵　主要な連結子会社の名称

株式会社セブン‐イレブン･ジャパン、7-Eleven, Inc.、株式会社イトーヨーカ堂、
株式会社ヨークベニマル、株式会社そごう･西武、株式会社セブン銀行、
株式会社セブン・フィナンシャルサービス

当連結会計年度において、株式会社セブン・ペイ及び株式会社ＳＣＯＲＥを設立、株式会社マロンスタイ
ルを株式取得したことなどに伴い、新たに７社を連結子会社としております。

また、シャディ株式会社他２社を売却、７社を合併したことに伴う解散、７社を清算したことに伴い、17
社を連結の範囲から除外しております。

２．持分法の適用に関する事項
⑴　持分法を適用した非連結子会社の数　　　　 ０社
⑵　持分法を適用した関連会社の数　　　　　　 24社

主要な会社等の名称
　　　　　　 プライムデリカ株式会社、ぴあ株式会社
　　　　　　 当連結会計年度において、当社の子会社である株式会社セブン銀行が株式を取得したことに伴い、ＴＯ
　　　　　 ＲＡＮＯＴＥＣ株式会社を持分法適用会社としております。また、株式譲渡に伴い、１社を持分法適用会
　　　　　 社から除外しております。

⑶　持分法の適用の手続きに関する事項
①　持分法適用会社のうち、決算日が連結決算日と異なる会社については、当該会社の事業年度に係る計算書類
を使用しております。

②　債務超過会社に対する持分額は、当該会社に対する貸付金を考慮して、貸付金の一部を消去しております。
３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結計算書類作成にあたり、12月31日決算日の連結子会社は、同日現在の計算書類を使用し、連結決算日と
の間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。

３月31日決算日の株式会社セブン銀行等は、連結決算日現在で実施した正規の決算に準ずる合理的な手続きに
よって作成された計算書類を使用しております。

４．会計方針に関する事項
⑴　重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の債券　　　　　償却原価法（定額法）によっております。
その他有価証券

時価のあるもの　　　　　　連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により
処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。

時価のないもの　　　　　　主として移動平均法による原価法によっております。
②　デリバティブの評価基準及び評価方法

デリバティブ　　　　　　　　時価法によっております。
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③　たな卸資産の評価基準及び評価方法
商品　　　　　　　　　　　　国内連結子会社は主として売価還元法による原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）を、在外連結子会社は主として
先入先出法（ガソリンは総平均法）を、また、一部の国内連結子会社は先入先出
法及び移動平均法を採用しております。

貯蔵品　　　　　　　　　　　主として最終仕入原価法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づ
く簿価切下げの方法により算定）によっております。

⑵　重要な減価償却資産の減価償却の方法
①　有形固定資産 　定額法によっております。

（リース資産を除く）
②　無形固定資産 　定額法によっております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内

における利用可能期間（主として５年）に基づく定額法によっております。（リース資産を除く）
③　リース資産　　　　　　　　所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
　なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平
成21年２月28日以前のリース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に
準じた会計処理によっております。

⑶　重要な引当金の計上基準
①　貸倒引当金　　　　　　　　　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権は貸倒実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上してお
ります。

②　販売促進引当金　　　　　　　販売促進を目的とするポイントカード制度に基づき、顧客へ付与したポイント
の利用に備えるため、当連結会計年度末において、将来利用されると見込まれる
額を計上しております。

③　賞与引当金　　　　　　　　　従業員に対する賞与支給のため、支給見込額基準による算出額を計上しており
ます。

④　役員賞与引当金　　　　　　　役員に対する賞与支給のため、支給見込額を計上しております。
⑤　商品券回収損引当金　　　　　一部の連結子会社が発行している商品券の未回収分について、一定期間経過後

収益に計上したものに対する将来の回収に備えるため、過去の実績に基づく将来
の回収見込額を計上しております。

⑥　返品調整引当金　　　　　　　当連結会計年度末に予想される将来の返品による損失に備えるため、過去の返
品実績率に基づく返品損失見込額を計上しております。

⑦　役員退職慰労引当金　　　　　役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づいて算定した期末要支給額
を計上しております。
　なお、当社及び一部の連結子会社は、役員退職慰労引当金制度を廃止し、一部
の連結子会社は退任時に支給することとしております。

 

⑧　株式給付引当金　　　　　　　一部の連結子会社において、取締役及び執行役員への株式給付に備えるため、
当連結会計年度末における株式給付債務の見込額に基づき計上しております。
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⑷　退職給付に係る会計処理の方法
①　退職給付見込額の期間帰属方法

退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの期間
に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。

②　数理計算上の差異及び過去勤務費用の費用処理方法
数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の
翌連結会計年度から費用処理することとしております。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（５年又は10年）による定額法により費用処理しております。

⑸　重要なヘッジ会計の方法
①　ヘッジ会計の方法　　　　　原則として、繰延ヘッジ処理によっております。ただし、振当処理の要件を満た

している為替予約等については振当処理に、特例処理の要件を満たしている金利
スワップは特例処理によっております。

②　ヘッジ手段とヘッジ対象
a ヘッジ手段･･････････････為替予約等取引

ヘッジ対象･･････････････外貨建金銭債権債務
b ヘッジ手段･･････････････金利スワップ

ヘッジ対象･･････････････借入金
③　ヘッジ方針　　　　　　　　金利等の相場変動リスクの軽減、資金調達コストの低減、又は、将来のキャッシ

ュ・フローを最適化するためにデリバティブ取引を行っております。短期的な売
買差益の獲得や投機を目的とするデリバティブ取引は行わない方針であります。

④　ヘッジ有効性評価の方法　　ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を四半期毎に比較し、両者の変動
額を基礎にして、ヘッジの有効性を評価することとしております。特例処理によ
っている金利スワップは、有効性の判定を省略しております。

6　その他連結計算書類作成のための基本となる重要な事項
①　繰延資産の処理方法

開業費は、５年間（定額）で償却しております。ただし、金額的に重要性がない場合は、支出時に費用と
して計上しております。

②　のれん及び負ののれんの償却に関する事項
のれん及び平成23年２月28日以前に発生した負ののれんについて、主として20年間で均等償却しておりま

す。また、金額が僅少な場合には、発生時にその全額を償却しております。
平成23年３月１日以降に発生した負ののれんについては、当該負ののれんが生じた連結会計年度の利益と

して処理をしております。
なお、持分法の適用にあたり、発生した投資差額についても、上記と同様の方法を採用しております。

③　重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準
外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理して

おります。
在外子会社等の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部の非支配株主持分及び為替換算調整勘定に含めております。

－ 19 －

連結注記表



2019/04/19 11:02:41 / 18479520_株式会社セブン＆アイ・ホールディングス_招集通知（Ｆ）

④　国内及び海外コンビニエンスストア事業におけるフランチャイズに係る会計処理
株式会社セブン‐イレブン・ジャパン及び米国連結子会社の7-Eleven, Inc.は、フランチャイジーからのチ

ャージ収入を営業収入として認識しております。
⑤　消費税等の会計処理方法

当社及び国内連結子会社は、消費税等の会計処理について税抜方式を採用しております。北米の連結子会
社は、売上税について売上高に含める会計処理を採用しております。

⑥　連結納税制度の適用
当社及び一部の国内連結子会社は、連結納税制度を適用しております。

表示方法の変更に関する注記
（連結損益計算書関係）

前連結会計年度まで、特別利益の「その他」に含めて表示しておりました「投資有価証券売却益」は、金額的重
要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。

前連結会計年度まで、特別損失の「その他」に含めて表示しておりました「子会社株式売却損」は、金額的重要
性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。
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連結貸借対照表に関する注記
１．担保に供している資産及び担保に係る債務

⑴　担保に供している資産
建物及び構築物
土地
投資有価証券
長期差入保証金

563百万円
1,258百万円

74,135百万円
4,564百万円

合計 80,522百万円
⑵　担保に係る債務

長期借入金（一年内返済予定額を含む） 8,862百万円
　この他、建物327百万円と土地1,331百万円を関連会社の借入金2,743百万円の担保に供しております。
　また、為替決済取引の担保として投資有価証券829百万円、差入保証金400百万円、宅地建物取引業に伴
う供託として差入保証金55百万円、割賦販売法に基づく供託として差入保証金1,335百万円を供託しており
ます。
　その他、資金決済に関する法律等に基づき、差入保証金452百万円を担保に供しております。

２．有形固定資産の減価償却累計額 1,875,955百万円
３．偶発債務

従業員の金融機関からの借入金に対する債務保証は134百万円であります。
４．貸出コミットメント

一部の金融関連子会社においては、キャッシング業務等を行っております。当該業務における貸出コミットメ
ントに係る貸出未実行残高は次のとおりであります。

貸出コミットメント総額
貸出実行残高

857,286百万円
44,855百万円

差引額 812,430百万円
なお、上記差引額の多くは、融資実行されずに終了されるものであるため、融資未実行残高そのものが必ずし

も将来のキャッシュ・フローに影響を与えるものではありません。また、顧客の信用状況の変化、その他相当の
事由がある場合には、融資の中止又は利用限度額の減額をすることができます。

５．その他
株式会社セブン銀行の所有する国債等について
　当社の連結子会社である株式会社セブン銀行は、為替決済取引や日本銀行当座貸越取引の担保目的で国債等
を所有しております。これらの国債等（償還期間が１年内のものを含む）は、実質的に拘束性があるため連結
貸借対照表上では、投資有価証券に含めて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書に関する注記
１．発行済株式の総数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首
の株式数（千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会計年度末
の株式数（千株）

普通株式 886,441 － － 886,441

２．自己株式の数に関する事項

株式の種類 当連結会計年度期首
の株式数（千株）

当連結会計年度
増加株式数（千株）

当連結会計年度
減少株式数（千株）

当連結会計年度末
の株式数（千株）

普通株式 1,897 4 28 1,873

（注）１．普通株式の自己株式の株式数の増加４千株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。
２．普通株式の自己株式の株式数の減少28千株は、ストック・オプションの行使による減少28千株及び単元

未満株式の売渡しによる減少０千株であります。
３．剰余金の配当に関する事項

⑴　配当金支払額等

決　　議 株式の
種　類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額 基準日 効力発生日

平成30年５月24日
定時株主総会 普通株式 39,805 45円00銭 平成30年２月28日 平成30年５月25日

平成30年10月11日
取締役会 普通株式 42,018 47円50銭 平成30年８月31日 平成30年11月15日

計 81,823
⑵　基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

　令和元年５月23日開催予定の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案する
ことを予定しております。
①　配当金の総額 42,018百万円
②　１株当たり配当額 47円50銭
③　基準日 平成31年２月28日
④　効力発生日 令和元年５月24日
　なお、配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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４．当連結会計年度末日における新株予約権に関する事項

区　　分 新株予約権の内容 新株予約権の目的
となる株式の種類

新株予約権の目的
となる株式の数

当　　　社

第 １ 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 1,800株
第 ２ 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 21,400株
第 ３ 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 4,100株
第 ４ 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 29,400株
第 ５ 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 3,800株
第 ６ 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 33,200株
第 ７ 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 4,700株
第 ８ 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 48,100株
第 ９ 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 4,500株
第 1 0 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 52,200株
第 1 1 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 4,100株
第 1 2 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 53,200株
第 1 3 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 3,800株
第 1 4 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 58,200株
第 1 5 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 6,800株
第 1 6 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 67,500株
第 1 7 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 12,400株
第 1 8 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 64,300株
第 1 9 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 16,100株
第 2 0 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 102,300株
第 2 1 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 18,200株
第 2 2 回 新 株 予 約 権 普 通 株 式 111,100株
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区　　分 新株予約権の内容 新株予約権の目的
となる株式の種類

新株予約権の目的
となる株式の数

連結子会社
（株式会社セブン銀行）

第 １ 回 － ① 新 株 予 約 権 普 通 株 式 45,000株
第 ２ 回 － ① 新 株 予 約 権 普 通 株 式 55,000株
第 ２ 回 － ② 新 株 予 約 権 普 通 株 式 9,000株
第 ３ 回 － ① 新 株 予 約 権 普 通 株 式 180,000株
第 ４ 回 － ① 新 株 予 約 権 普 通 株 式 187,000株
第 ４ 回 － ② 新 株 予 約 権 普 通 株 式 42,000株
第 ５ 回 － ① 新 株 予 約 権 普 通 株 式 171,000株
第 ５ 回 － ② 新 株 予 約 権 普 通 株 式 30,000株
第 ６ 回 － ① 新 株 予 約 権 普 通 株 式 107,000株
第 ６ 回 － ② 新 株 予 約 権 普 通 株 式 15,000株
第 ７ 回 － ① 新 株 予 約 権 普 通 株 式 98,000株
第 ７ 回 － ② 新 株 予 約 権 普 通 株 式 23,000株
第 ８ 回 － ① 新 株 予 約 権 普 通 株 式 70,000株
第 ８ 回 － ② 新 株 予 約 権 普 通 株 式 24,000株
第 ９ 回 － ① 新 株 予 約 権 普 通 株 式 185,000株
第 ９ 回 － ② 新 株 予 約 権 普 通 株 式 57,000株

金融商品に関する注記
１．金融商品の状況に関する事項

当社グループは、余剰資金の運用については、安全性・流動性・効率性の重視を基本方針としており、銀行預
金等での運用に限定し、資金調達については、銀行借入と社債発行を中心に調達しております。

また、デリバティブ取引については、外貨建債権債務の為替変動リスクの回避及び有利子負債の金利変動リス
クの回避又は将来の金利支払のキャッシュ・フローを最適化するために行っております。短期的な売買差益の獲
得や投機を目的とするデリバティブ取引は行わない方針であります。

当社グループでは、「リスク管理の基本規程」において、リスク種類ごとの統括部署及び統合的リスク管理の
統括部署を定め、リスク管理を実施しております。

受取手形及び売掛金、差入保証金の信用リスクについては、相手先の信用度の継続的なモニタリングに努める
とともに、受取手形及び売掛金については取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うことにより、リスク低減を
図っております。また、投資有価証券は主に株式や国債等であり、定期的に時価や発行体の財務状況等を把握す
るとともに、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。

外貨建の支払手形及び買掛金の一部については、為替予約取引による為替変動リスクの低減を図っておりま
す。また、短期借入金は主に営業取引に係る資金調達を、長期借入金及び社債は主に設備投資に係る資金調達を
目的としたものであり、これらに関しては資産負債の総合管理（ＡＬＭに基づく管理）を行っております。ま
た、変動金利の長期借入金の一部については、金利スワップ取引による金利変動リスクの低減を図っておりま
す。
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２．金融商品の時価等に関する事項
　平成31年２月28日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。なお、重要性の乏しいものについては注記を省略しております。また、時価を把握することが極めて困難と
認められるものは、次表には含めておりません。（27頁（注）２．参照）

連結貸借対照表計上額
（百万円）

時価
（百万円）

差額
（百万円）

⑴　現金及び預金 1,314,564 1,314,564 －

⑵　受取手形及び売掛金 336,070

貸倒引当金　※１ △3,292

332,777 336,456 3,678

⑶　投資有価証券 144,331 152,091 7,759

⑷　長期差入保証金　※２ 279,383

貸倒引当金　※３ △64

279,318 291,504 12,185

資産計 2,070,992 2,094,616 23,624

⑴　支払手形及び買掛金 411,602 411,602 －

⑵　銀行業における預金 588,395 588,544 148

⑶　社債　※４ 411,914 416,975 5,060

⑷　長期借入金　※５ 550,114 547,557 △2,556

⑸　長期預り金　※６ 27,335 27,085 △249

負債計 1,989,362 1,991,765 2,402

デリバティブ取引　※７ △39 △39 －

※１．受取手形及び売掛金に係る貸倒引当金を控除しております。
※２．一年内返還予定の長期差入保証金を含めております。
※３．長期差入保証金に係る貸倒引当金を控除しております。
※４．一年内償還予定の社債を含めております。
※５．一年内返済予定の長期借入金を含めております。
※６．一年内返還予定の長期預り金を含めております。
※７．デリバティブ取引によって生じた正味の債権・債務は純額で表示しております。
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（注）１．金融商品の時価の算定方法並びにデリバティブ取引に関する事項
資産
⑴　現金及び預金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

⑵　受取手形及び売掛金
受取手形及び売掛金のうち、短期間で決済されるものは、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから当

該帳簿価額によっております。また、決済が長期にわたるものの時価は、信用リスク等を考慮した元
利合計額を残存期間に対応する国債の利回り等で割り引いた現在価値により算定しております。

⑶　投資有価証券
これらの時価については、株式等は取引所の価格によっており、債券は取引所の価格又は取引金融

機関から提示された価格によっております。
⑷　長期差入保証金

長期差入保証金の時価については、回収可能性を反映した将来キャッシュ・フローを残存期間に対
応する国債の利回り等で割り引いた現在価値により算定しております。

負債
⑴　支払手形及び買掛金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額によって
おります。

⑵　銀行業における預金
要求払預金については、連結決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしており

ます。また、定期預金の時価は、一定の期間ごとに区分して、将来のキャッシュ・フローを割り引い
て現在価値を算定しております。その割引率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いて
おります。なお、残存期間が短期間（１年以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることか
ら、当該帳簿価額を時価としております。

⑶　社債
社債の時価については、市場価格のあるものは市場価格に基づき、市場価格のないものは、元利金

の合計額を当該社債の残存期間及び信用リスクを加味した利率で割り引いた現在価値により算定し
ております。外貨建社債の時価については、通貨スワップの振当処理の対象とされていることから、
当該通貨スワップと一体として処理された将来キャッシュ・フローを、同様の国内債を新規発行した
場合に想定される利率で割り引いて算定する方法によっております。

⑷　長期借入金
長期借入金の時価については、元利金の合計額を、同様の新規借入を行った場合に想定される利率

で割り引いた現在価値により算定しております。
⑸　長期預り金

長期預り金の時価については、将来キャッシュ・フローを残存期間に対応する国債の利回り等で割
り引いた現在価値により算定しております。

デリバティブ取引
取引先金融機関等から提示された価格等に基づき算定しております。ただし、金利スワップの特例

処理によるものは、ヘッジ対象とされている長期借入金と一体として処理されているため、その時価
は当該長期借入金の時価に含めて記載しております。また、為替予約等の振当処理によるものは、ヘ
ッジ対象とされている買掛金、外貨建社債と一体として処理されているため、それらの時価は、当該
支払手形及び買掛金、社債の時価に含めて記載しております。
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２．時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品

区分 連結貸借対照表計上額
（百万円）

投資有価証券　※１
非上場株式 11,399
関連会社株式 30,454
その他 5,799

長期差入保証金　※２ 101,757
長期預り金　※２ 27,612

※１．これらについては、市場価格がなく、かつ、将来キャッシュ・フローを見積もることができず、時
価を把握することが極めて困難と認められるため、資産「⑶　投資有価証券」には含めておりませ
ん。

※２．これらについては、返還予定を合理的に見積もることができず、時価を把握することが極めて困難
と認められるため、資産「⑷　長期差入保証金」及び負債「⑸　長期預り金」には含めておりませ
ん。

賃貸等不動産に関する注記
賃貸等不動産の総額に重要性が乏しいため注記を省略しております。

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額 2,850円42銭
２．１株当たり当期純利益 229円50銭

重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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その他の注記
企業結合に関する注記

取得による企業結合
１．企業結合の概要

⑴　被取得企業の名称及びその事業の内容
　被取得企業の名称　　　Sunoco LP社
　事業の内容　　　　　　ガソリン卸売・小売及びコンビニエンスストア事業の運営

⑵　企業結合を行った主な理由
　7-Eleven, Inc.は、平成28年10月に発表いたしました当社グループの中期経営計画のもと、平成31年度にお
ける商品平均日販5,000ドル及び店舗数10,000店を目指し、更なる商品力の強化と店舗網の拡充を推進してお
ります。Sunoco LP社は、米国テキサス州及び東部エリアなど7-Eleven, Inc.が出店している地域に多くの店
舗を展開しており、同社のコンビニエンスストア事業及びガソリン小売事業の一部を取得することにより店舗
網の拡充や利便性向上を進めるとともに、収益性の改善を図るものであります。また、取得する店舗につきま
しては、今後15年間においてSunoco LP社よりガソリンの供給を受ける契約を締結いたしました。

⑶　企業結合日
　平成30年１月23日

⑷　企業結合の法的形式
　事業取得

⑸　結合後企業の名称
　変更はありません。

⑹　取得企業を決定するに至った主な根拠
　7-Eleven, Inc.が、現金を対価として事業を取得したためであります。

２．連結計算書類に含まれている被取得企業の業績の期間
　平成30年１月23日から平成30年12月31日

３．取得した事業の取得原価及び対価の種類毎の内訳
取得の対価　　　現金 3,241,530千米ドル（359,291百万円）
取得原価 3,241,530千米ドル（359,291百万円）

４．主要な取得関連費用の内訳及び金額
　財務及び法務調査に対する報酬　　　　35,128千米ドル（3,893百万円）

５．発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間
⑴　発生したのれんの金額

　1,397,004千米ドル（154,843百万円）
　取得原価の配分の完了に伴い、のれんの金額は確定しております。

⑵　発生原因
　今後の事業展開によって期待される将来の超過収益力であります。

⑶　償却方法及び償却期間
　20年間で均等償却
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６．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳
流動資産 　130,729千米ドル（ 14,490百万円）
固定資産 1,831,826千米ドル（203,039百万円）
資産合計 1,962,556千米ドル（217,529百万円）
固定負債 　118,029千米ドル（ 13,082百万円）
負債合計 　118,029千米ドル（ 13,082百万円）

７．企業結合が連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影
響の概算額及びその算定方法
　当該金額の概算値に重要性が乏しいため、記載を省略しております。
（注）円貨額は平成30年１月23日レート（１米ドル＝110.84円）にて換算しております。

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表に記載の金額等は、表示単位未満を切
り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書 (平成30年 3 月 1 日から
平成31年 2 月28日まで)

（単位：百万円）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本
合　　計資本準備金 そ　の　他

資本剰余金
資本剰余金
合　　　計

そ　の　他
利益剰余金 利益剰余金

合　　　計繰越利益
剰 余 金

平 成 3 0 年 ３ 月 １ 日 残 高 50,000 875,496 370,967 1,246,463 160,105 160,105 △4,684 1,451,885

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △81,823 △81,823 △81,823

当 期 純 利 益 90,098 90,098 90,098

自 己 株 式 の 取 得 △20 △20

自 己 株 式 の 処 分 25 25 71 97
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の 変 動 額 （ 純 額 ）

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 － ー 25 25 8,275 8,275 51 8,352

平 成 3 1 年 ２ 月 2 8 日 残 高 50,000 875,496 370,992 1,246,489 168,381 168,381 △4,632 1,460,238

評価・換算差額等
新株予約権 純資産合計その他有価証券

評 価 差 額 金
評価・換算
差額等合計

平 成 3 0 年 ３ 月 １ 日 残 高 14,010 14,010 2,090 1,467,985

事 業 年 度 中 の 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △81,823

当 期 純 利 益 90,098

自 己 株 式 の 取 得 △20

自 己 株 式 の 処 分 97
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事 業 年 度 中 の 変 動 額 （ 純 額 ） △533 △533 394 △138

事 業 年 度 中 の 変 動 額 合 計 △533 △533 394 8,213

平 成 3 1 年 ２ 月 2 8 日 残 高 13,476 13,476 2,484 1,476,199
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個別注記表
重要な会計方針に係る事項に関する注記

１．有価証券の評価基準及び評価方法
⑴　子会社株式及び関連会社株式

　移動平均法による原価法によっております。
⑵　その他有価証券

時価のあるもの　　　　　事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平均法により算定）によっております。

時価のないもの　　　　　移動平均法による原価法によっております。
⑶　デリバティブの評価基準及び評価方法

　時価法によっております。
２．固定資産の減価償却の方法

⑴　有形固定資産 　定額法によっております。
（リース資産を除く）

⑵　無形固定資産 　定額法によっております。ただし、自社利用のソフトウエアについては、社内
における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。（リース資産を除く）

⑶　リース資産　　　　　　　　リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．繰延資産の処理方法

社債発行費　　　　　　　支出時に全額費用処理しております。
４．引当金の計上基準

⑴　賞与引当金　　　　　　　　従業員に対する賞与支給のため、支給見込額基準による算出額を計上しておりま
す。

⑵　役員賞与引当金　　　　　　役員に対する賞与支給のため、支給見込額を計上しております。
⑶　退職給付引当金

（前払年金費用）
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金
資産の見込額に基づき計上しております。退職給付債務の算定にあたり、退職給
付債務見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定
式基準によっております。
　数理計算上の差異は、各事業年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間
以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額を、それぞれ発生の翌
事業年度から費用処理しております。

⑷　債務保証損失引当金　　　　関係会社への債務保証等に係る損失に備えるため、被保証会社の財政状態等を勘
案し、損失負担見込額を計上しております。

５．重要なヘッジ会計の方法
⑴　ヘッジ会計の方法　　　　　原則として、繰延ヘッジ処理によっております。ただし、振当処理の要件を満た

している通貨スワップについては振当処理によっております。
⑵　ヘッジ手段とヘッジ対象
　　　　　　　　　　　　　　　ヘッジ手段……通貨スワップ
　　　　　　　　　　　　　　　ヘッジ対象……社債
⑶　ヘッジ方針　　　　　　　　金利等の相場変動リスクの軽減、又は、将来のキャッシュ・フローを最適化する

ためにデリバティブ取引を行っております。短期的な売買差益の獲得や投機を目
的とするデリバティブ取引は行わない方針であります。

⑷　ヘッジ有効性評価の方法　　ヘッジ対象の相場変動とヘッジ手段の相場変動を四半期毎に比較し、両者の変動
額を基礎にして、ヘッジの有効性を評価することとしております。
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６．その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
⑴　退職給付に係る会計処理

　退職給付に係る未認識数理計算上の差異の未処理額の会計処理の方法は、連結計算書類におけるこれらの会
計処理の方法と異なっております。

⑵　消費税等の会計処理方法
　税抜方式を採用しております。

⑶　連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。

貸借対照表に関する注記
１．有形固定資産の減価償却累計額 4,049百万円
２．関係会社に対する金銭債権又は金銭債務（区分掲記されたものを除く）

⑴　短期金銭債権
⑵　短期金銭債務
⑶　長期金銭債務

32,474百万円
7,814百万円
6,892百万円

損益計算書に関する注記
関係会社との取引に係るもの

⑴　営業取引高
営業収益
一般管理費

⑵　営業取引以外の取引高

120,034百万円
5,390百万円
5,790百万円

株主資本等変動計算書に関する注記
当事業年度末における自己株式の数 普通株式 1,850,390株
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税効果会計に関する注記
繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産
賞与引当金 105百万円
未払事業税・事業所税 58百万円
新株予約権 761百万円
繰越欠損金 3,268百万円
減損損失否認額 5,481百万円
関係会社株式評価損 55,912百万円
債務保証損失引当金 8,854百万円
その他 647百万円
繰延税金資産小計 75,089百万円
評価性引当額 △70,145百万円
繰延税金資産合計 4,943百万円

繰延税金負債
前払年金費用 △289百万円
その他有価証券評価差額金 △5,949百万円
繰延税金負債合計 △6,238百万円
繰延税金資産（負債）の純額 △1,294百万円

リースにより使用する固定資産に関する注記
オペレーティング・リース取引のうち解約不能のものに係る未経過リース料

１年内 1,301百万円
１年超 4,114百万円
合計 5,416百万円
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関連当事者との取引に関する注記
子会社及び関連会社等

種類 会社等の名称
議決権等の

所有(被所有)
割合（％）

関連当事者
との関係 取引の内容 取引金額

（百万円） 科　目 期末残高
（百万円）

子会社

株式会社
セブン＆アイ・フ
ィナンシャルセン
ター

所有
直接　100 資金の援助

資金の預入
(注)１

預け金利息
(注)１

481,200

1,142

関係会社預け
金
関係会社長期
預け金
その他の流動
資産

6,177

70,000

183

子会社
株式会社
セブン‐イレブ
ン・ジャパン

所有
直接　100 役員の兼任

経営管理(注)２
業務の受託
(注)３
連結納税に伴う
法人税の精算

3,065
761

48,835
未収入金 24,433

子会社 株式会社
イトーヨーカ堂

所有
直接　100 役員の兼任 業務の受託

(注)３
1,211 未収入金 299

子会社
株式会社
セブン＆アイ・ネ
ットメディア

所有
直接　100 役員の兼任

業務の委託
債務保証損失引
当金の繰入

4,569
852

未払金
債務保証損失
引当金

2,177
5,766

子会社
株式会社
ニッセンホールデ
ィングス

所有
間接　100 － 債務保証損失引

当金の繰入
3,198 債務保証損失

引当金
23,145

（注）１．関係会社預け金の利率については、市場金利を勘案して合理的に決定された利率に基づき、取引を行ってお
ります。

２．経営管理料については、当社グループの規定に基づき、各子会社の事業規模に応じた負担割合により決定し
ております。

３．業務受託料については、当事者間の交渉により決定しております。
４．取引金額には消費税等を含めておりません。期末残高には消費税等を含めております。

－ 34 －

個別注記表



2019/04/19 11:02:41 / 18479520_株式会社セブン＆アイ・ホールディングス_招集通知（Ｆ）

１株当たり情報に関する注記
１．１株当たり純資産額
２．１株当たり当期純利益

1,665円98銭
101円85銭

重要な後発事象に関する注記
該当事項はありません。

その他の注記
貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表に記載の金額等は、表示単位未満を切り捨てて表示

しております。

－ 35 －

個別注記表




